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猪口雄二氏を新会長に選出

地域包括ケアシステムの担い手とは

当院は、４年前に県立病院の民間移
譲に伴い104床が増床され新病院に生
まれ変わった。病院名も変更したこと
により、既存の病院が今まで培ってき

た良さを残しつつ新しいコンセプトの
「いきるを支える」を掲げ、地域に根
差す医療は何かを常に考えながら運営
してきた。数年間は、スタッフ確保、
組織体制の構築、病院の認知のための
活動に精一杯であったが、今年５年目
を迎え、以前とは自分達の目指す方向
性も少しずつ変化している。
人生の中で入院するのはわずかな期
間で、その後の生活に戻ってからをど
う支えていくのか。「いきるを支える」
ためには、予防はもちろんのこと、未

病や健康増進も考え、また、そこに住
む人達が主体的にどう生きたいのか、
どう歳を重ねたいのかを一緒に考えて
いく必要がある。
昔の日本の医療には、そういう視点
があり、かかりつけ医の機能もそれが
原点ではないか。「人を診る医療」はも
ちろんだが、「社会やその人の生活ま
で診る」が医療職には必要となってき
ている。地域に溶け込み、地域住民と
一緒に地域包括ケアシステムを実践す
る。そのためには、住民、患者参加型

でなければ決して成し得ない。
自分が誰かに必要とされている喜び、
生きている間、誰かの役に立ちたいと
思うのは、誰しもが思うことである。
高齢者だけではなく、様々な世代の人
達が自分らしく暮らせる町には、その
人達の想いがなければ実現しない。
地域包括ケアシステムの実現にも、
地域により抱える課題は違うが、各々
の立場にある人達が、想いを共有し実
現するための強い意思が必要であると
感じている。� （ｉ）

猪口新会長は、西澤前会長の就任時
の2007年に副会長に選出され、その後、
全日病の医療保険・診療報酬委員会を
はじめ、四病院団体協議会、日本病院
団体協議会で、特に診療報酬に関連す
る委員会で、中心的な役割を担ってき
た。厚生労働省の中央社会保険医療協
議会の委員でもある。
臨時総会で挨拶した猪口会長は、全
日病の理念を確認した上で、医療界を
取り巻く現況と全日病の今後の取組
みについて考えを述べた。まず、「約
2,500の会員病院の多くが民間の中小
病院で、地域の事情は全く異なる。各
病院がそれぞれの地域の特性の中で活
躍するために、地域の意見を吸い上げ
てより強い全日病を作りたい」と述べ、
全国の病院の一致団結が重要であると
強調した。
医療界を取り巻く環境が、「ものす
ごく動いている」と指摘し、地域医療
構想を含む医療計画、医療・介護同時
改定、新専門医制度、働き方改革に言
及した。地域医療構想に対しては、骨
太方針2017が地域医療構想調整会議に

関して、「２年間程度で集中的な検討
を促進する」と明記したことに懸念を
示した。同時改定に関しては、中医協
委員として、「第一義的に頑張る」と表
明。法案が成立した介護医療院の詳細
も注視する姿勢を示した。
働き方改革は「病院に勤務する医師
の働き方を根底から変える可能性があ
る」と述べ、消費税については控除対
象外消費税の問題とともに、社会保障
の財源確保の観点から、さらなる先送
りを警戒した。様々な動きがある中で、
「地域包括ケアシステムの構築という
目的は決定されている」とし、地域の
病院がどう参画するかが重要であると
した。
具体的な取り組みとして、「副会長、
常任理事、理事に分担して作業しても
らい、地域の意見を集約して、常任理
事会などで議論し、全日病として発信
するシステムを早急につくりたい」と
提案した。最後に、「茨の道かもしれ
ないが、幸い体は丈夫。役員一丸とな
って、新しい医療をつくるよう努力す
る」と締めくくった。

会員数のさらなる増加を期待
第５回臨
時総会で、
西澤前会長
が挨拶した。
５期10年に
わたる会長
職の職務の中で、共に全日病を支えた
会員に謝意を表するとともに、新執行
部を激励した。「10年の節目でやめる
ことになった。佐々英達元会長からつ
ないできた全日病の理念に基づき、さ
らに活動を広げることを期待してい
る」と述べた。
西澤前会長の就任時の2007年は、前
年度に過去最大の引下げとなった診療
報酬改定があり、翌年度は後期高齢者
医療制度の発足や療養病床の再編が始
まるなど、医療費抑制政策が吹き荒れ
る中で、医療保険・医療制度の大改革
が行われた時期だった。だがその後、
医療崩壊を訴える現場の声が高まり、
政権交代を経て、強硬な医療費抑制方
針は後退した。そのような変化の中で、
全日病が果たした役割は大きい。
2007年度初めに約2,200だった会員
数は2017年５月末時点で2,499と約
2,500会員となった。西澤前会長は、
会員数がさらに増えることを期待した。

2016年度の事業報告と決算の承認
第５回定時総会では、2016年度事業
報告が報告されるとともに、2016年度
決算案を承認した。来賓では、日本医
師会の中川俊男副会長、東京都医師会
の尾﨑治夫会長、武見敬三参議院議員、
羽生田俊参議院議員が挨拶した。
2016年度事業報告では、①医療制度
その他病院に関連する諸制度の調査研

究・提言、政府等との連絡協議②病院
の改善向上に関する調査研究・提言③
医師その他病関係職員のレベル向上に
関する教育研修・検定・普及啓発─の
項目に沿った事業の報告があった。無
料職業紹介事業の体制整備では、2017
年度からベトナムの介護職の外国人技
能実習生の受入れを計画する。
2017年度決算については、経常収
益が６億6,558万円、経常支出が６億
6,415万円で143万円の黒字。2017年度
の特徴としては、①遊休財産超過対策
として、内部留保を公益目的保有特定
資産に計上（9,000万円）②熊本地震の
義援金（2,300万円）③外国人技能実習
生受入れ事業への指定寄付金（2,000万
円）がある。

佐々木地域医療計画課長が講演
その後開かれた支部長・副支部長会
議では、厚労省医政局の佐々木健地域
医療計画課長が、今後の医療提供体制
をテーマに講演した。地域医療構想を
中心に、医療機能の分化・連携や地域
包括ケアシステム構築に向けた政策を
説明した。病床機能報告制度について
は、医療機関が自ら選んでいる医療機
能と実際に提供している医療の内容の
整合性を高めるため、「より洗練させ
る」と述べた。
地域医療構想の実現に向けて、調整
会議において地域の実情を踏まえた議
論を促した。講演後の質疑応答では、
民間病院と競合する公的病院の機能が
きちんと精査されるべきであることを
強調。働き方改革に関しては、タスク
シフティングやチーム医療の推進を含
め、「医師の働き方も変わる必要があ
る」と述べた。

地域の意見を集約して情報発信、強い全日病つくる

新任の副会長に中村康彦氏、常任理事の新任は3名
第５回定時・臨時総会

全日本病院協会の新たな会長に猪口雄二副会長が
就任した。６月17日の第５回定時総会で承認した55
名の理事の中から、猪口副会長を会長に選出。第５
回臨時総会に報告した。猪口新会長は、「医療界に
大変大きな動きがあるが、地域により、状況は全く
違う。各支部の意見を本部に集約して意見発信する
システムを作り上げたい。そのために全力投球する」
と抱負を語った。
副会長（５名）には、安藤高朗氏（東京）、神野正

博氏（石川）、織田正道氏（佐賀）、美原盤氏（群馬）
が続投し、中村康彦常任理事（埼玉）が新たに加わ
った。常任理事（20名）は、大田泰正氏（広島）、田
蒔正治氏（徳島）、津留英智氏（福岡）が新任となった。
西澤前会長は、常任理事に選出されるとともに、名
誉会長に推薦された。
議長は木村佑介氏（東京）、副議長は宮城敏夫氏（沖
縄）が続投する。また、顧問・参与・名誉会員も承
認された。 就任の挨拶を行う猪口雄二会長
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来年2018年は第７次医療計画、第７
期介護保険事業計画の始まりの年とな
る。行政はこれまで地域医療構想と地
域包括ケアシステムの実現を目標に議
論展開してきたが、2018年の次の同時
改定は2024年となることから、2025年
へのカウントダウンは実質始まったと
いってよい。
課題の一つに医療介護従事者の人材
不足がある。地域によっては医療介
護サービス提供の制約にもなってい
る。施策としてIT化、ロボット導入

やEPA介護福祉士の受け入れ等、労
働環境改善の動きはある。しかし、労
働集約型とはいえマンパワーの増強だ
けでは将来の課題が解決されるとは思
えず、今の医療介護従事者が2025年に
向かうだけの準備や意識改革ができて
いるか懸念するところである。これま
でのように、医療と介護は互いが知り
えない部分があるとしても、機能分化
しているので大きな支障はないという
考えでは、来年度の同時改定の真意を
汲み取り実行することはできない。生

命を生かす医療に重きを置いてきた時
代から質的な生き方が問われる時代に
入ったことを認識し「協働」について
具体的に想像し考えて行動することが
求められる。
では果たして現在の人材育成は充分
足りうるものであるのか。今後はテク
ニカルスキルだけでなく、ノンテクニ
カルスキルの習得を急がねばならない。
2025年にむけて新しい社会のあり方を
模索し、医療的な観点だけでなく社会
的、心理的分野の概念を習得する必要
性がある。患者を中心とした生活、地
域、社会的コミュニティといった概念
を病院全体で醸成し医療を展開する力

と想像力を持って見通す力が必要とさ
れる。
人材育成計画を実行する中で、キャ
リアパスとラダーが形骸化しないよう
時代のニーズに沿った見直しの習慣化
も重要である。また、人材育成の様々
な課題について職種の壁を越えて意見
交換をすることも、経営戦略の目標達
成にむけて有意義なものとなるであろ
う。
支えあう地域の病院リーダーとして
の育成は、見通しの暗い将来への希望
として今からすぐに注力していくべき
ことであり、2025年の真意に沿うもの
と考える。� （N）

地域枠医師の条件を厳格化し、キャリア形成を支援
早期に実行可能な医師偏在対策まとめる厚労省・医師需給分科会

厚生労働省の「医療従事者の需給に
関する検討会・医師需給分科会」（片峰
茂座長）は６月15日、８カ月ぶりに審
議を再開し、早期に実行可能な医師偏
在対策を大筋でまとめた。2008年度以
降の医学部の臨時定員増により、今後
地域枠で卒業する医師が増加すること
を踏まえ、地域枠医師の条件を厳格化
し、キャリア形成を支援するとともに、
地域医療支援センターを通じた医師派
遣を強化するなど、地域枠医師に的を
絞った対策を実施する。
喫緊の課題である医師確保対策につ
いては、①医師の働き方改革②医師偏
在対策・需給推計③医師養成過程─の
３つの課題がある。医師の働き方改革
は、近く設置予定の「働き方改革実行
計画を踏まえた検討の場」で、労働時
間短縮策や時間外労働規制の検討を行
う。医師養成課程については、「今後
の医師養成の在り方と地域医療に関す
る検討会」が、現在地域医療に配慮し
た専門医制度を議論しているが、卒前・
卒後の一貫した医師養成のあり方も議
論する予定。

抜本的な医師偏在対策は今年中に結論
医師偏在対策・需給推計は、医師需
給分科会のテーマであるが、「新たな
医療の在り方を踏まえた医師・看護師
等の働き方ビジョン検討会」が開かれ
ている間は中断していたため、今回８
カ月ぶりの開催となった。医師需給分
科会は、法改正を含めた抜本的な医師
偏在対策を議論する予定で、今年中の
とりまとめに向け、議論を進める。あ
わせて来年に2020年度以降の医学部の
臨時定員増の取扱いを決めるため、改
めて医師需給推計を行うことになって

学生は地元出身者に限定し、大学所在
地都道府県で臨床研修を受けるようプ
ログラムに位置づける④勤務地や診療
科を限定⑤就業義務年限のばらつきを
是正するため、自治医科大学の年限に
合わせる⑥特定の開設者主体に派遣先
が偏らないようにする⑦出産、育児等
想定されなかったやむを得ない事情が
発生した場合は、柔軟に対応する─。
⑥の派遣先については、全日病副会
長の神野正博委員が、「一部の都道府
県が地域枠医師の配置を公的病院に限
定している。設置主体により配置の可
否を決めるべきではない。社会医療法
人や、へき地病院に対して人的支援や
患者受入れ支援を行う民間医療機関に
対しても、地域枠医師の派遣調整を行
うべき」との意見を書面で提出した。
厚労省は、当面の医師の負担軽減策
も提案した。具体的には、地域医療支
援センターの派遣調整にあたって、◇
へき地以外でも代診医師の支援を行う
◇グループ診療を可能とするよう同一
医療機関に複数の医師派遣を斡旋する
◇へき地以外でも遠隔での診療支援を
行う─。医療勤務環境改善支援センタ
ーとの連携に関し、派遣候補となる病
院に勤務環境の確認を事前に行い、派
遣後は継続的に近況を聴取し、勤務環
境の課題を把握。医療勤務環境改善支
援センターが改善策の助言などを行う。

いる。
一方、来年度から新たな医療計画が
始まる。医療計画では医療従事者の確
保について記載する必要があるが、医
師需給分科会の議論が遅れ、記載がで
きていない。法改正を含む抜本的な医
師偏在対策を記載することは難しいた
め、早期に実行可能な医師偏在対策を
盛り込むことになり、そのための議論
を同日の医師需給分科会で行った。

地域枠医師に絞った対策示す
早期に実行可能な医師偏在対策とし
て、今後増大する地域枠の医師に対す
る働きかけに的を絞った。医師不足に
対応するため2008年度以降に実施した
臨時定員増の学生が卒業し始め、2017
年度は合計で1,152人となり、2024年
にはピークの9,676人になる見込みだ。
地域枠の学生は、地域医療に従事する
ことが期待されているが、従事の条件
は千差万別で、必ずしも地域定着につ
ながっていない。
厚労省の提案は、地域枠を卒業する
医師のキャリア形成を支援するととも
に、地域枠の条件を厳格化。都道府県
に設置している地域医療支援センター
を通じ、医師派遣機能を強化するもの。
地域医療支援センターとへき地医療支
援機構との統合や医療勤務環境改善支
援センターとの連携も促す。具体的に
は以下のような取組みを実施する。
地域医療介護総合確保基金を活用し
た医師修学資金貸与事業の改善を都道
府県に促す。基金を活用しない場合も
含め、７点を改善策としている。①地
域枠医師のキャリア形成プログラムを
必ず作成②その際に大学（医学部・附
属病院）と十分連携③原則地域枠の入

また、SNS（ソーシャル・ネットワ
ーキング・サービス）を活用するなど、
若手医師の主体的な参画を促す様々な
関わりにより、地方勤務の意思がある
若手医師へのアプローチを提案した。
例えば、フェイスブックに若手医師向
けのポータルサイトを開設し、興味を
引く情報を配信することや、「高知に
見学に来たら３万円の補助が出る」と
記載した病院見学のチラシを配布する
高知県の事例などが示された。

法改正含む抜本的対策が必要
これらの提案に対し、委員から異論
はなかった。これを受け、厚労省は地
域医療支援センターの機能強化のため、
来年度予算案の概算要求に向けた作業
を進めるともに、基金事業の助成対象
の詳細を詰める。都道府県に対しては、
これらの提案が実行に移されるよう通
知を出す方針だ。
早期に実行可能な医師偏在対策は了
承したものの、委員からは、法改正を
含む抜本的な医師偏在対策を実施しな
ければ、対策は不十分との指摘が相次
いだ。神田裕二医政局長は、「医師の
適正配置の議論」を含め、同分科会で
秋以降、抜本的な医師偏在対策を議論
する方針を示した。なお、次回から、
山内英子・聖路加国際病院乳腺外科部
長、堀之内秀仁・がん研究センター中
央病院医療連携室長が委員に加わる。

2025年に求められる医療介護人材

中医協の薬価専門部会（中村洋部会
長）は６月14日、薬価制度の抜本改革
に向け、新薬創出・適応外薬解消等促
進加算のあり方を議論した。革新的新
薬の創出をより評価する方向で、対象
範囲・期間、要件などを見直す。長期
収載品の引下げや後発医薬品の使用促
進もあわせて議論する必要があること
でも一致した。
新薬創出等加算は、2010年度に試行
的に導入された。製薬企業の新薬開発
コストを早期に回収するため、後発品
が出るまでの間、市場実勢価格に基づ
く薬価引下げを一時的に緩和する仕組
み。加算を受ける企業は、医療上の必
要性の高い未承認薬・適応外薬の開発

要請に対応を求めるなど、「ドラッグ
ラグ」の解消を狙った仕組みでもある。
新薬創出等加算の財政影響は2016年
度で700億円。未承認薬・適応外薬に
ついては、小児適用、希少疾病など開
発要請のあった297件のうち、238件が
承認されるなど、「ドラッグラグ解消
に貢献した」と厚生労働省は評価した。
骨太方針2017は、新薬創出等加算を

「セロベースで抜本的に見直す」と明
記。費用対効果評価の本格的な導入に
より、イノベーションを評価し、「革
新的新薬創出を促進しつつ、国民負担
を軽減する」としている。委員から新
薬創出等加算の廃止を求める意見はみ
られず、現行の新薬創出等加算を基本

に対象範囲・期間、要件を見直し、長
期収載品のさらなる引下げと後発品の
使用促進をあわせた「３点セット」で
改革を進める方針で一致した。
対象範囲については、現行では「平
均乖離率を超えない医薬品」を対象と
している。しかしこれには、「製薬企
業が乖離を生まないよう仕切価を設定
するなど、結果的に薬価の高止まりに
つながる」との指摘がある。また、必
ずしも革新性があるといえない医薬品
が対象になっているという指摘もある。
支払側の委員は、「類似薬効比較方式
Ⅱで算定されたものや配合剤は対象外
にすべき」と主張した。
対象期間は「後発品が上市されるま

で、または薬価収載後15年以上経過す
るまでのいずれか短い期間」としてい
る。厚労省は「対象期間を早期に終結
させることは、より早く上市させよう
とする企業のインセンティブを損ねな
いか」との論点を示し、議論を求めた。
要件については、厚労省が具体的に、
①新薬開発投資率②世界同時開発（国
際共同治験）の実施③産学連携への取
り組み─の指標を示した。加算の要件
が、医薬品の革新的創出の程度に応じ
て決まる仕組みになっていないことを
踏まえた。また、加算額と「適応外薬・
未承認薬の開発要請に対応している品
目数」との間に相関関係がなく、ドラ
ッグラグ解消に貢献した企業との間に
不公平が生じている問題も指摘した。

新薬創出等加算の対象範囲や要件見直しが課題に
中医協・薬価専門部会 革新的新薬の創出につながる仕組みを目指す

全日病_2017_0701han.indd   2 2017/06/28   14:09



2017年（平成29年）7月1日（土）	 全日病ニュース	 （3）

厚生労働省は６月14日の中医協・費
用対効果評価専門部会（荒井耕部会長）
に、医薬品の費用対効果評価の総合的
評価（アプレイザル）の具体例を示し
た。既存薬より効果は高いが、費用も
高い新薬を評価するため、増分費用効
果比（ICER）を算出。倫理的、社会的
影響等も考慮し、費用対効果の「よい・
悪い」を判断する手順を明らかにした。
今夏に実施する、一般人が質調整生存
年を１年延ばすため支払う意思のある
金額を把握する調査も了承した。
厚労省は前回、ICERによる費用対
効果の「よい・悪い」と、それに倫理的、
社会的影響等の観点から考慮すべき要
素を加えた５段階評価の費用対効果評
価のイメージを示したが、委員から具
体例を示してほしいとの要望が出てい
た。今回、その要望に応えたが、実際
の医薬品の事例ではなく、理解を促す
ための仮想例と位置づけている。
倫理的、社会的影響等の観点で考慮
すべき要素には、①感染症対策など公
衆衛生的視点②介護費用など公的医療

の立場の分析に含まれない追加的費用
③長期にわたり重症の状態が続く疾患
での延命治療④代替治療が十分に存在
しない疾患の治療⑤イノベーション⑥
小児の疾患を対象とする治療─が候補
になっている。今回は⑥の小児の疾患
に対する治療に該当する事例で、アプ
レイザルを実施した。
医薬品Ａを想定し、費用対効果評価
の手順を示した。小児特有の疾患に対
する治療薬で、疾患に対する医薬品は
すでに各種あるが、予後が悪い。医薬
品Ａが医薬品Ｂに置き換わると想定。
臨床研究の結果、無増悪生存期間は医
薬品Ａが12カ月、医薬品Ｂが６カ月、
全生存期間は医薬品Ａが24カ月、医薬
品Ｂが15カ月となった。費用は医薬品
Ａが１千万円、医薬品Ｂが800万円で
あり、医薬品Ａの方が効果は高いが費
用も高いという状況だ。
ICERで計算すると、1QALYあた
り500万円という結果で、これまでの
調査結果を踏まえると、費用対効果は
「よい」と判断される。しかしこの結

論は、企業が提出した評価結果なので、
厚労省の第三者組織で再分析を行う仕
組みになっている。再分析では、費用
が１千万円から1,100万円と算出され、
ICERは1QALYあたり750万円となっ
た。費用対効果が「悪い」と判断され
ると仮定した結果である。
このままでは、費用対効果は「悪い」
と判断されるが、倫理的、社会的影響
等の観点から考慮すべき要素に該当す
るため、評価が引き上げられ、５段階
評価の中間である「受入れ可能」とさ
れた。５段階評価は１段階目の「とて
もよい」から「よい」「受入れ可能」「悪
い」「とても悪い」の区分がある。
全日病副会長（当時）の猪口雄二委
員は、「『倫理的、社会的影響等の観点
から考慮すべき要素』の大きさには段
階を設けるのか」と質問。厚労省は、
「インパクトの大きさをどのように反
映させるかは、費用対効果評価専門組
織で議論してもらう。定量的に評価す
るのは難しい」と回答した。

支払意思額の調査手法を了承
ICERを計算するときに用いる支払
意思額のアンケート調査の手法を了承
した。支払意思額は、1QALYを獲得
するために支払ってもよいと考える金
額で、金額が上がるほど支払いを許容
する人は減り、金額が下がるほど増え
ることになる。厚生労働科学研究補助
金により、国立保健医療科学院の福田
敬部長を代表者とする研究班が調査す
ることになっている。
アンケートは無作為抽出の一般人に
対して実施。「完全な健康状態で１年
生存することを可能とする医薬品・医
療機器等の費用がX円であるとき、公
的保険から支払うべきと考えるかを
『はい』『いいえ』で尋ねる」としている。
委員からは、「完全な健康状態とい
うのは一般人にはわかりにくい」など
の意見があった。

医薬品の費用対効果で厚労省が具体例示す
中医協・費用対効果専門部会 倫理的、社会的影響等を考慮して評価

政府は、６月９日の臨時閣議で、「経
済財政運営と改革の基本方針2017」（骨
太方針）を決定した。GDP�600兆円の
実現を目指して、人材に投資して生
産性向上を図る考えを示すとともに、
2020年の財政健全化目標の達成に向け
て歳出・歳入両面の改革を進める考え
を強調。社会保障分野では、地域医療
構想の実現や薬価制度の抜本改革に取
り組む方針を示した。あわせて成長戦
略である「未来投資戦略2017」も閣議
決定。遠隔医療を次期診療報酬改定で
評価する考えを示した。
全日病は10日、骨太方針および未
来投資戦略に対し声明（下記）を発表。
地域医療構想の策定に向けて２年間程
度で集中的に検討するとしている点に
ついて「拙速な議論はすべきではない」
と指摘した。
骨太方針は、日本経済の将来ビジョ
ンと中長期的な目標を示すもので、経
済財政諮問会議が作成。2018年度の予
算編成の大枠を示している。

日本経済の現状については、雇用・
所得環境が改善する一方で、潜在成長
力の伸び悩みや将来不安からの消費の
伸び悩みといった課題を抱えていると
指摘。人口減少・少子高齢化をイノベ
ーションのチャンスととらえ、「人材
への投資を通じた生産性向上」に取り
組むべきとしている。
600兆円経済の実現と2020年度の財
政健全化目標（プライマリーバランス
の黒字化）の達成を目指すことを確認。
「経済・財政再生計画」に沿って歳出・
歳入両面の取り組みを進めるとした。

地域医療構想の実現を強調
2018年度は、診療報酬・介護報酬等
の同時改定、医療計画・介護保険事業
計画の実施、国保の財政運営の都道府
県単位化、介護保険制度改正の施行な
ど重要な改革が集中する節目の年と位
置づけ、社会保障分野の改革の考えを
述べているが、とくに地域医療構想に
ついて踏み込んだ記述となっている。

地域医療構想の実現に向けて、「地
域医療構想調整会議」での具体的議論
を促進するとした上で、「病床の役割
分担を進めるデータを国から提供し、
個別の病院名や転換する病床数等の具
体的対応方針の速やかな策定に向けて、
２年間程度で集中的な検討を促進す
る」と明記。さらに、自主的な取り組
みによる病床の機能分化・連携が進ま
ない場合には、都道府県知事が役割を
発揮できるよう、権限のあり方につい
て速やかに検討を進めるとしている。
また、地域医療構想の全国推計で
2025年に介護施設、在宅医療等で追加
的に30万人程度の需要が生じるとして
いることを踏まえ、「都道府県、市町
村が協議し、整合的な整備目標・見込
み量を立てる上での推計の考え方を夏
までに示す」とした。
医師の需給問題については、「医学
部定員について、医師需給の見通しを
踏まえて精査を行う」とした上で、全
体としての医師数増加が地域の医師確
保につながり、全ての国民が必要な医
療を受けられるよう、タスクシフティ

ング、タスクシェアリングを進め、グ
ループ診療や遠隔診療支援等、へき地
に勤務する医師の柔軟な働き方を支援
するなど、抜本的な地域偏在・診療科
偏在対策を検討するとした。
また、医療費適正化に関連して、地
域医療構想の実現によりどの程度、入
院医療費の縮減が見込まれるかを明ら
かにする考えを示した。診療報酬でも、
「地域医療構想の実現に資するよう病
床の機能分化・連携を後押しする」と
記載した。

未来投資戦略に遠隔診療盛り込む
未来投資戦略2017では、５つの戦略
分野を挙げ、その一つに「健康寿命の
延伸」を位置づけた。その中で、「遠隔
診療、AI開発・実用化」をあげ、対面
診療と遠隔診療を適切に組み合わせる
ことにより効果的・効率的な医療提供
について、次期診療報酬改定で評価す
る考えを示している。
また、画像診断支援、医薬品開発、
手術支援、ゲノム医療、診断・治療支
援、介護・認知症を重点６領域と定め、
保健医療分野でのAI開発を戦略的に
進める。

骨太方針2017を閣議決定
地域医療構想の実現に向けて２年間で集中的に議論

１．基本的な考え方について
「経済財政運営と改革の基本方針
2017」における社会保障の基本的な考
え方として、
「全ての団塊の世代が後期高齢者
となる2025年度を見据え、データヘ
ルスや予防等を通じて、国民の生活
の質（QOL）を向上させるとともに、
世界に冠たる国民皆保険・皆年金を
維持し、これを次世代に引き渡すこ
とを目指す。」
として、国民の生活の質（QOL）の向
上とともに、国民皆保険・皆年金制度
を持続可能性のあるものとして維持を
謳っている点を高く評価したい。
２．都道府県の保健ガバナンスについ
て
各種改革が控える2018年度（平成30
年度）に向けて
「公平な負担の観点を踏まえた効
果的なインセンティブを導入しつつ、
「見える化」に基づく国による効果

的な支援等を行うことによって、都
道府県の総合的なガバナンスを強化
し、医療費・介護費の高齢化を上回
る伸びを抑制しつつ、国民のニーズ
に適合した効果的なサービスを効率
的に提供する。」
とされている。医療の効率化、無駄の
排除は医療側も同じく取り組むべき課
題ではあるものの、都道府県の保健ガ
バナンスの強化は、話合いを前提とす
べきものである。特に民間医療機関に
対しての都道府県の権限は規定すべき
ではない。
３．地域医療構想策定について
速やかな策定に向けて、２年間程度
で集中的な検討の促進を謳っている。
もとより、本構想は2025年までに協議
することが原則として制度設計されて
いる。地域の人口動態ばかりではなく、
地勢、経済状況を鑑みてこそ、地域の
医療であり、拙速な議論はすべきでは
ない。

４．医療費適正化、平成30年度診療
報酬改定と地域医療構想
医療費適正化の中で「入院医療費に
ついては、地域医療構想の実現により
どの程度の縮減が見込まれるかを明
らかにする。」という表現がされ、ま
た診療報酬改定の中で「地域医療構想
の実現に資するよう病床の機能分化・
連携を更に後押しする」とされている。
地域医療構想を入院医療費削減のドラ
イバーにすることに対しては異議を申
し立てる。
５．医師需給について
医師需給に関しては、議論は今後に
委ねられている。しかし、全国的に医
師不足は深刻であり、効果的なタスク
シフティング、タスクシェアリングの
具体策が示されないままの需給抑制策
には反対を表明する。
６．ICTの活用について
「経済財政運営と改革の基本方針
2017」においては、データベースとし

ての「保健医療データプラットフォー
ム」や電子版お薬手帳等がICTの活用
として言及されている。これらに関し
ては、様々な規格が混在することなく、
いち早く国が主導した標準仕様を作成
すべきである。他の医療情報システム
を含めてこれらの導入・維持費用に関
しては、一時的な補助金ではなく、診
療報酬で評価することで持続的な手当
てとすべきである。
一方、Society5.0の実現に向けた改
革とする「未来投資戦略2017」におい
ては、その戦略分野の第1番目として
健康寿命の延伸が位置付けられている。
特に、次期診療報酬改定において位置
付けを訴える対面診療と組み合わせた
遠隔診療に関しては、地域特性を踏ま
えたうえで遠隔地の専門医が検査指示
や処方を行えるような仕組みを早急に
構築すべきである。

「経済財政運営と改革の基本方針2017」「未来投資戦略2017」の閣議決定を受けて� 6月10日　全日本病院協会
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第193回通常国会が６月18日に閉幕
した。医療・介護に関連する法律では、
介護医療院創設を盛り込んだ介護保険
法等改正法や医療機関のホームページ
の規制強化などを図る医療法等改正法、
厚生労働省に医務技監を置く厚労省設
置法改正法、医療情報を匿名加工する
事業者への規制を整備するための法律
などが成立した。一方、精神保健及び
精神障害者福祉法改正法案は継続審議
となった。

介護療養病床は６年間の経過措置
「地域包括ケアシステムの強化のた
めの介護保険法等の一部を改正する
法律」では、制度の持続可能性を図る
ため、高所得者の介護給付の自己負担
を２割から３割に引き上げるほか、40
～ 64歳が負担する介護納付金につい
て、総報酬割を導入し、報酬に応じた
仕組みとする。また、自立支援・重度
化防止に向けた取組みとして、データ
に基づく実績評価により、保険者に財
政的なインセンティブが働く仕組みを
制度化することの法的整備を行った。

廃止予定の介護療養病床の受け皿施
設として、介護医療院の創設を盛り込
んだ。実質的に、現状の介護療養病床
と同様の医療機能と生活施設としての
機能を備えるほか、病院・診療所から
転換した場合は、引き続き病院・診療
所の名称を使える。介護医療院の施
設基準に、介護療養病床相当の「Ⅰ」
と老健施設相当以上の「Ⅱ」を設ける。
別に、居住スペースと医療機関を併設
する医療外付け型の受け皿も整備する。
経過措置は６年間。法律の成立を受け、
今後制度の詳細を詰めるとともに、報
酬設定が社会保障審議会・介護給付費
分科会が議論されることになる。
「医療法等の一部を改正する法律案」
の改正事項は主に４項目。①検体検査
の精度の確保②特定機能病院における
ガバナンス体制の強化③医療に関する
広告規制の見直し④持分なし医療法人
への移行計画認定制度の延長─である。
④については、2017年度税制改正とあ
わせた対応となっている。
「検体検査の精度の確保」の目的は、
ゲノム医療の実用化に向けた遺伝子関

連検査の精度確保だが、規制の対象は
すべての検体検査業務に及ぶ。精度管
理の具体的な基準を定めるにあたって
は、今後厚労省に関係者による検討会
を設置し、議論することになっている。
「特定機能病院におけるガバナンス体
制の強化」は、度重なる大学病院の重
大な医療事故を踏まえ、開設者による
管理者権限の明確化などを行う。
「医療に関する広告規制の見直し」
は社保審・医療部会で了承した当初案
が自民党の厚生労働部会の意見により、
修正された。当初案より医療機関のＨ
Ｐの虚偽・誇大な情報に対する対応を
厳しくした。「持分なし医療法人への
移行計画認定制度の延長」では、移行
期間を３年間延長するだけでなく、認
定要件が変更され、贈与税を判断する
際の要件が大幅に緩和される。具体的
な認定要件を厚労省は夏頃に省令で示
す方針を示している。
「厚生労働省設置法の一部を改正す
る法律」では、厚労省に医務技監を１
人置く。「医学的知見に基づき厚生労
働省の所掌事務を総括整理する職」と

の位置づけで、保健医療技術の進歩や
国際的な取組みを促進するためと、厚
労省は説明している。
「医療分野の研究開発に資するため
の匿名加工医療情報に関する法律」は
内閣府提出の法律。個人の医療情報が
特定されないように、匿名加工する事
業者に対する基準を整備する。基準を
満たす認定事業者には、高い情報セキ
ュリティ体制を求める。また、「本人
が提供を拒否しない場合」は、医療機
関が認定事業者に医療情報を提供でき
るようにする。
「精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律の一部を改正する法律案」は
時間切れで、継続審議となった。措置
入院者が退院後に継続的な医療支援を
受けられる体制整備を目指す。精神保
健指定医の指定に関する不正取得の再
発防止策も盛り込まれている。

介護医療院を創設する介護保険法改正法などが成立
通常国会が閉幕、医療機関HPの規制強化や医務技監の設置も

厚生労働省の「今後の医師養成の在
り方と地域医療に関する検討会」（遠
藤久夫座長）は６月12日、来年度から
始まる新専門医制度の研修体制をめぐ
って議論。日本専門医機構が同検討会
の求めに応じて、運用細則を地域医療
に配慮する形で改定する案を示したが、
奈良県知事の荒井正吾委員が都道府県
協議会に関する内容に異論を表明。専
門医機構の吉村博邦理事長は改定案を
改めて見直す考えを示した。また、７
学会からヒアリングを行い、地域医療
への一定の配慮がみられることを評価
する意見が相次いだ。

運用細則は再度見直しに
同検討会は、新たな専門医制度が地
域医療に配慮して運用されることを求
め、４点について運用細則の見直しを
専門医機構に求めた。４点とは、①専
門医取得は義務ではない②カリキュラ
ム制の設置③研修の中心は大学病院の
みではなく、地域の中核病院等④都道
府県協議会への情報提供等─の明確化
である。専門医機構は、４点に関して
見直すことを決定。同検討会に運用細
則の改定案を報告した。しかし荒井委

厚生労働省の「アレルギー疾患医療
提供体制の在り方に関する検討会」（斎
藤博久座長）は６月１日、アレルギー
疾患の医療提供体制の構築に向けて厚
労省が示したたたき台を議論した。次
回に報告書をまとめる予定。
たたき台は、国立成育医療研究セン
ターと国立病院機構相模原病院を中心
拠点病院と位置づけるとともに、各都
道府県に拠点病院を設置。診療所や一
般病院のかかりつけ医と連携すること
により、正確な診断と適切な治療・管
理が行われる体制を目指す。また、薬
剤師・薬局は、医薬品や薬物療法の情
報提供や指導を行い、服薬情報やアレ

員が都道府県協議会と機構、学会との
位置づけについて反発した。
都道府県協議会は、地域医療に配慮
した研修体制を形成するため、地域の
関係者（研修施設、大学、医師会、病
院団体、都道府県等）が協議する場で
あり、厚労省は６月中にその取扱いに
関する通知を出す予定。荒井委員は、
都道府県が新専門医制度をチェックで
きるよう、研修施設が都道府県協議会
に情報提供を行うことの明確化などを
求めていた。
しかし同日示された運用細則改正案
では、都道府県協議会への情報提供が
「任意」であると読み取れる文言だっ
たため、荒井委員は、「全く受入れ難
い」と発言。都道府県協議会への情報
提供や協力を「義務」とすることを求
めた。これに対し、吉村理事長は運用
細則を再度を見直す考えを示した。さ
らに、荒井委員は、医師の虚偽申告に
よる専門医の取得・更新など「不正を
排除する仕組み」の必要性も指摘した。

７学会からヒアリングを実施
基本診療領域を構成する７学会から
ヒアリングを行った。７学会は、日本

ルギー歴をはじめとする副作用情報を
処方医にフィードバックする役割を担
うとした。
たたき台は、アレルギー疾患医療全
体の質の向上を目指して、中心拠点病
院と都道府県拠点病院、一般病院、診
療所が連携して取り組む体制を提案。
中心拠点病院は、ウェブサイトや講
習会を通じて、アレルギー疾患に関す
る科学的な知見に基づく適切な情報を
提供するとともに、都道府県拠点病院
に従事する専門的な知識を有する医療
従事者の育成を担う。
都道府県拠点病院は、一般的な診断
や治療では病態が安定しない重症およ

救急医学会、日本外科学会、日本産科
婦人科学会、日本小児科学会、日本整
形外科学会、日本精神神経学会、日本
麻酔科学会。前回は日本内科学会から
ヒアリングを行い、委員の多くが同学
会の地域医療への配慮を評価した。今
回の７学会のヒアリングでも、各学会
の取り組みに、一定の評価を与える意
見が相次いだ。ただ今後調整が必要な
研修プログラムもあり、進捗状況の継
続的な管理が必要との意見が多かった。
例えば、外科専門研修では、今年
度の暫定プログラムと来年度からの
プログラムを比べると、プログラム
数は188から204に増え、連携施設数
も1,772から1,795に増えた。大学病院
が基幹施設である割合は、49.5％から
46.1％に下がった。しかし、依然とし
てプログラムが１つしかない都道府県
が14県、プログラムに入らない２次医
療圏が13医療圏ある。日本外科学会は、
「一定の手術数が必要なため仕方のな
い面がある」と説明した。
日本医療法人協会会長の加納繁照委
員は、各学会のプログラムに対し、「基
準がまだ厳しく、大学病院以外が基幹
施設になるのが難しいのではないか」

び難治性アレルギー疾患に対し、関係
する複数の診療科が連携して診断、治
療、管理を行う。拠点病院の選定は、
都道府県が行い、原則各都道府県に１
～２カ所とする。
また、都道府県は、アレルギー疾患
対策を推進するため、都道府県地域連
絡協議会を設置する。地域連絡協議会
は、都道府県や都道府県拠点病院、専
門医、医師会、市区町村、学校関係者
によって構成することとした。
厚労省は「都道府県拠点病院は、恒
久的なものでない。都道府県がチェッ
ク機能をもつことが大事で、拠点病院
を見直すこともありえる」と説明した。

と問題提起。来年度以降のプログラム
で地域の市中病院で研修が確実に実施
されることの確認を求めた。また、専
門医の更新について、「市中病院で頑
張ることが評価されない更新基準にな
らないよう配慮すべき」と主張した。
また、他の委員からは「どの学会も
カリキュラム制への配慮に言及し、新
整備指針にもその記述があるが、本当
に実施されるかの担保がない」、「機構
が専攻医の身分保障をしなければ、結
局は大学医局に属することになるので
はないか」など、機構の権限・役割を
強化する方向で見直すべきとの意見が
出た。これに対しては、機構監事の今
村聡委員（日医副会長）が、「来年度開
始を目指す中で、いま変えるのは難し
い。機構の人員・資金にも制限がある」
と、現行の体制で進めることへの理解
を求めた。

全日病副会長の織田正道構成員は、
「協議会に病院団体が参加すべきだ。
病院団体には、病院間のネットワーク、
多職種のネットワークとつながりがあ
り、病院団体の参画を明記すべき」と
主張。斎藤座長は「検討する」と回答
した。
また、織田構成員は「アレルギー疾
患は診療科の幅が広い。拠点病院が診
療科の横串となり、関係者の情報共有
には、専門学会を活用することが重要
である」と述べた。

専門医に関する都道府県協議会の位置づけに奈良県知事が反発

アレルギー疾患医療の提供体制を議論

厚労省・医師養成在り方検討会

厚労省・アレルギー疾患医療検討会

新整備指針運用細則は見直しの方向
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厚生労働省は、６月21日の社会保障
審議会・介護保険部会（遠藤久夫部会長）
に第７期介護保険事業（支援）計画（2018
年度～20年度）の基本指針案を示し、部
会の賛同を得た。これによって第７期計
画の基本指針は事実上確定した。
第７期計画は、同時施行となる第
７次医療計画との整合性を踏まえて、
2025年に向けた地域包括ケアシステム

社会保障審議会・介護給付費分科会
（田中滋分科会長）は６月21日、2018
年度介護報酬改定に向けて、短期入
所生活（療養）介護、（療養）通所介護、
通所リハについて議論した。
厚生労働省は、論点として、利用が
伸び悩んでいる短期入所療養介護のあ

の整備が課題となるため、各領域で医
療と介護の緊密な連携が求められる。
厚労省は基本指針を７月３日の全国
介護保険担当課長会議に提示して次期
計画への着実な反映を求め、年内にも
大臣告示する方針だ。
基本指針案について説明した竹林悟
史介護保険計画課長は、介護保険法の
改正および同部会意見、骨太方針2017

り方、地域偏在が大きく利用数も横ば
いとなる中で障害児者の利用が増えて
いる療養通所介護のあり方などについ
ての議論を提案した。
通所リハに関しては、（1）その効果
的・効率的な実施を促す観点から、①
通所介護との役割分担を踏まえた機能

などの政府方針が反映されているほか、
上位規範である医療介護総合確保方針
の内容が盛り込まれていると説明した。
特徴的には、市町村計画の策定にか
かわる事項の中で、①地域包括ケアシ
ステムと地域共生社会の関係性、②医
療・介護担当者による協議、③介護サ
ービス見込量と（地域医療構想におけ
る）在宅医療整備目標の整合性を確保

強化、②リハ専門職の配置の促進、③
短時間サービスの充実、④８時間以上
の長時間サービスの位置づけの各検討、
（2）医療保険の維持期リハから通所リ
ハへの円滑な移行を促す上で必要な対
応といった論点に加え、前回の訪問リ
ハと同様に、◇退院後に早期リハの提
供を始める方策、◇リハ実施にかかわ
る医師関与のさらなる促進、◇リハ計

するための協議、④市町村賃貸住宅供
給促進計画との調和かつ庁内横断連携
への住宅担当部局の追加、⑤地域ケア
会議の項目、⑥「人材確保と資質向上」
の項目、⑦介護療養型医療施設の介護
医療院等への転換推進などを、それぞ
れ明記・新設している。
竹林課長は介護医療院について、介
護保険計画上の量的規制の対象外では
あるが、保険料算定の基礎となるサー
ビス見込み量においては把握する必要
があるため、市町村は県の支援を得つ
つ、介護療養・医療療養からの移行動
向の把握に努める必要があると述べた。

画書のあり方）などを、論点にあげた。
支払側の委員は、自立支援・重度化
予防に貢献していない通所介護は減算
すべきとした上で、「（退院後）改善が
見込まれる者は通所リハに、維持どま
りの者は通所介護といった区別があっ
てよい」と発言。さらに、通所リハを
実施する病院・診療所を増やすために
要件緩和を容認する意向を表明した。

第７期介護保険事業計画の基本指針を確定

通所リハと通所介護の役割分担を議論

医療介護連携へ、市町村に体制確保を求める

厚生労働省の「地域医療構想に関す
るワーキンググループ」（尾形裕也座
長）は６月22日、2016年度病床機能報
告制度の慢性期の分析結果について議
論した。2025年の病床必要量と比べ、
過剰とみなされる現在の病床を介護施
設や在宅医療等に移行させる議論の進
め方に対し、「拙速に進めるべきでは
ない」（全日病副会長・織田正道構成員）
などの意見が相次いだ。また、岩手県、
静岡県、佐賀県の地域医療構想会議の
状況をきいた。

厚生労働省は６月21日の中医協の診
療報酬調査専門組織「入院医療等の調
査・評価分科会」（武藤正樹分科会長）
に、７対１入院基本料や入退院支援に
関する追加データを示した。2016年度
診療報酬改定による「重症度、医療・
看護必要度」の大幅見直しは、７対１
における該当患者割合の引上げ（15％
から25％）の影響を緩和したことが示
唆された。
「重症度、医療・看護必要度」の従
前の該当基準は、「Ａ項目（モニタリ

慢性期の2016年度病床機能報告制
度と2025年の病床必要量を比べると、
341構想区域のうち、病床が不足また
は一致するのは68区域、過剰は273区
域。病床機能報告制度と病床必要量の
概念は一致しないため、比較自体に問
題があるが、厚労省が参考として示し
ている。また、報告制度で慢性期を選
択している病棟には、医療・介護療養
病棟、一般病棟がある。
過剰になる273区域のうち、介護療
養病床を除くと、不足または一致する

ング及び処置等）２点以上かつＢ項目
（患者の状況等）３点以上」のみだった。
2016年度改定で、「Ａ項目３点以上ま
たはＣ項目（手術等）」が加わった。Ａ、
Ｂ項目自体の見直しも行われている。
厚労省の調査結果によると、該当
患者割合24.6％のうち、改定前の基準
でも該当していた患者が17.6％、改
定前の基準では非該当の患者が6.9％
だった。6.9％は改定前の基準では該
当しなかった患者が「Ａ項目３点以上
またはＣ項目」で新たに該当したもの。

のが54地域、介護療養病床を除いても
過剰になるのは219区域となる。厚労
省は、それぞれの構想区域で介護療養
病床の転換等の方針を早期に共有する
とともに、医療療養病床、13対１・15
対１の患者の状態や医療の内容の分析
を進め、調整会議で位置づけを議論す
ることを求めた。これに対し織田構成
員は、「介護療養病床は経過措置が６
年ある。一般病棟も位置づけの確認の
対象にしているが、拙速に議論を進め
るべきではない」と強調した。

17.6％の中にも従前のＡ、Ｂ項目では
非該当の患者が含まれる。なお、全体
が24.6％となっているのは集計上の問
題で、患者単位ではなく病棟単位の集
計では28.8％となる。
改定以前と患者構成が変わらなくて
も、基準変更のみで該当患者割合を満
たせたとは断定できないが、基準緩和
の影響が大きかったことが示唆される
結果となった。
診療科別の該当患者割合は、「呼吸
器外科」が35.7％で最も高く、次いで

また、「地域医療構想調整会議の進
め方のサイクル」に関しては、９月か
ら12月に実施する第３回目の議論で、
転換等を行う医療機関名を具体的に決
定する必要があるわけではなく、「次
年度における基金の活用等を視野に入
れた議論」に過ぎないことを確認した。
調整会議に関するヒアリングでは、各
県とも一方的なデータで方針を決める
ことはせず、関係者との議論を進めて
いる状況が伝えられた。

「救急医学科」が32.3％、「心臓血管外
科」が31.9％で外科系が比較的高かっ
た。これに関連し、厚労省は「病棟単位
での評価では、診療科などでの患者特
性の相違があることや、その標準化な
どにも配慮すべき」との論点を示した。
入退院支援については、「外来・在
宅で管理可能な患者が退院できない理
由」の回答結果が示された。それによ
ると、「家族の希望に適わないため」が
慢性期病棟において４～５割を占める
など、最も多かった。恵寿総合病院理
事長の神野正博委員は、「介護や住ま
い、患者・家族の価値観を含む問題が
あり、病院だけでは解決できない」と
述べ、診療報酬を厳格化することには
配慮を求めた。

専門医に関する都道府県協議会の位置づけに奈良県知事が反発 介護療養病床の転換等の方針を早期に確認

７対１の維持に看護必要度の基準緩和が影響

厚労省・地域医療構想ＷＧ

厚労省・介護保険部会

厚労省・介護給付費分科会

中医協・入院医療等分科会

将来過剰となる慢性期病床を示す

6.9％が改定前の基準で非該当
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シリーズ●若手経営者に聞く③ 医療法人社団東山会　調布東山病院　理事長　小川聡子

「生活支援型急性期病院」としてイノベーション起こす
若手経営者は、どのように病院経営

に取組み、どんな医療を目指している
のか。若手経営者の本音を聞くシリー
ズの３回目は、調布東山病院の小川聡
子理事長です。

先代から医業を継承する際に悩んだ
ことや急性期病院でジェネラル、早期
リハビリ、多職種協働に取組む考えを
語っていただきました。

― 法人の概要を教えてください。
83床の急性期病院（非DPC・７対１・
重症度28％・稼働率89％・外来透析セ
ンター・ドック健診センター内包）と
２つの透析クリニックがあります。
創業は1982年で、私の父である先代
が地域医療への貢献と大学病院に負け
ない医療を目指して開業しました。
クリニックを合わせた法人の職員数
は、非常勤を含め360人です。

― 理事長に就任した経緯を教えて
ください。
兄弟が３人いて私は真ん中ですが、
医師は兄と私の２人です。創業以来、
兄が病院を継承する前提ですべてが進
んでいたのですが、兄はスペシャリス
トの道を進みたいという思いがあり、
父兄ともに悩んでいたようでした。
私が医師になって10年目の2003年の
ことですが、父が体調を崩したとき
に当時の院長（父の同級生です）から、
兄弟のうちどちらか病院に帰ってこな
いかという話がありました。兄はスペ
シャリストとして頭角を現していた時
期なので、自由のきく私が先に病院に
戻り、兄が帰ってくるまでの間、手伝
うことになりました。
その頃から、兄は病院に戻らずに自
分の専門を極めたいのではないかとな
んとなく感じていました。父もそのこ
とを感じていて、かといって、病院経
営はハードな仕事であり、女の私に背
負わせるのは酷なことだと悩んでいた
ようです。
2006年に父が多発性骨髄腫という病
気にかかっていることがわかりました。
2007年から父は闘病生活に入り、私に
は現場の仕事を誰よりもやってみせな
ければならない立場に、経営者として
判子を押す仕事が加わりました。
父が病気になる直前に呼ばれ、兄が
病院を継がないと言ったことを聞きま
した。「病院経営はたいへんなことな
ので、君が病院を継ぐか、あるいは第
３者に売却してもいいので、自分で決
めなさい」と言われました。
当時、主人もいつ東京を離れるか分
からない立場でしたので、非常に悩み
ました。「君の人生なのだから、自分
で選びなさい。支持するよ。」と言わ
れました。そして私は父が目指した医
療に共感し、父に30年間ついてきた職
員を捨てることができなかった。
父には、「やらないという言葉はど
うしても言えない。ただ、やれるかど
うかわからない。それでもいいですか」
と言って、私が継承することになりま
した。前向きとは言えない選択です。

― 先代が目指した医療をどう感じ
ていたのですか？
私は、慈恵医大の出身ですが、慈恵
医大には、「病気を診ずして病人を診
よ」という理念があって、それが私の

悩んだ末に病院経営を承継

信条に合っていて、父が目指した医療
にも一致すると思いました。職員も地
域や患者さんを大切にして仕事をして
いました。

― 理事長になった当時のことを教
えてください。
とにかく目の前のことに取組む以外
にありません。父が亡くなる半年前に
新病院のプロジェクトがスタートして
走るしかなかったですね。私も不安で
したが、周囲も不安だったと思います。
今は笑い話ですが、幹部達は「理事長
があちこちで現場とぶつかっている。
大丈夫か」と思っていたそうです。私
は私で、自分の方針が正しいのか、職
員をうまく盛り上げられない自分の実
力は何なのかと悩みつつ仕事をしてい
ました。

― 試行錯誤の時期だったというこ
とでしょうか。
そうですね。ですから、いろいろな
人の話を聞きました。研修会や講習会
に出かけていって、心に響く話を聞い
たら、連絡をつけて話を聞きましたし、
病院だったら見学に行きました。その
頃から、お付き合いしているコンサル
タントの方もいます。
その中でわかってきたのは、結局は
自分次第だということです。権利ばか
りを主張するドクターがいて困ってい
ると相談したら、「自分がどんな病院
にしたいと思っているのかを話してい
るのか」と言われました。自分の方針
を理解してもらうために自分はどう振
舞うべきか、そのためにどんな知識が
必要なのか、そういうことに集中しな
ければいけない、ということを学びま
した。
「最後に責任をとるのは先生なのだ
から、思った通りにやっていいんだよ」
と、主人も含め何人かの人に言われて、
そうだなと思いました。私の考えと合
わずに病院を去っていった人もいます
が、それも含めて自分で責任をとるの
であり、いろいろ言われても、言って
いる人は責任をとるという視点で言っ
ていない、と思うようになりました。

― 新病院の建設は順調に進んだの
でしょうか？
どんな病院にしたいか真剣に考えま
した。幸いに素晴らしい設計会社に出
会えました。その方々が、現場の意見
を吸い上げて新しい病院をつくってく
れたので、職員みんなで新病院に向か
って走っていくことができました。
むしろ病院が建ったあとのほうがた
いへんでした。先代を支えていた核に
なる人が病気で亡くなったり、病院を
辞めたりして、地域からも「東山病院
は大丈夫か」と見られていた時期です。
ただ、自分の中では、病院の方向性を
示してやれるだけのことはやっていた
ので、それに合わずに辞めていく人は
しようがない、と思っていました。
そこで抜けた穴をどう埋めるかを真
剣に考えました。自分が信頼して任せ
られる人を入れるしかない、と思いま
した。現在の企画部長はその１人で、
医療とは違う分野から来ていただき、

試行錯誤ではじめた理事長職

新病院で組織づくりに取組む

組織づくりに力を発揮しています。
彼は、病院の方針や経営状態をすべ
て「見える化」してくれ、インアクテ
ィブな噂が減り、風通しのいい組織に
なりました。
管理職研修をはじめ、管理職のスキ
ルアップを図り、コミュニケーション
の場を増やし、１年に一度の職員総会
を開くようにもしました。年度末の日
曜日に集まってもらって、全職員に対
して経営方針を、私と幹部が説明しま
す。幹部も必死に考えてくれます。
それから、職員を賞賛する仕組みが
作られました。現場で働いている風景
をデジカメに撮って、１年間の活動を
ＤＶＤに編集して職員総会で上映しま
す。医療者は、自分が働いている場所
しか見えていない人が多いのです。違
う現場でがんばっている人がいること
を知ると元気をもらえるし、自分もが
んばろうという気持ちになる。

― 目指している病院の姿を教えて
ください。
急性期医療から在宅へ、そして地域
づくりを視野に入れた医療を展開した
いと考えて、「生活支援型急性期病院」
を目指します。７対１の急性期病院で
すが、治療して終わりではなく、入院
したときから生活者に戻すことを目標
にして、多職種で退院支援に取り組み、
地域づくりも意識しながら医療にあた
る。私たちができないことは地域の人
の力を借りて、患者さんが持っている
能力が落ちないうちに生活の場に帰る
ことを目指します。病院でのやり取り
を通じて、患者の状態を、ご家族、地
域の方々と共有し、我々も地域の状況、
患者の生活の場の状況を理解するよう
努力しています。急性期病院こそ、医
療のあり方・姿勢を変革していくこと
が、これからの社会には重要だと思い
ます。
そのために私たちの病院では、何よ
りも、急性期の医療の質の維持が重要
と考えています。忙しい中、カンファ
レンス・講演会・学会活動の時間を
捻出して、ジェネラリスト（病院総合
医）として、自分の専門以外の患者を
受け持ち、治療を通して教えあいなが
ら実力をつけていきます。最近当院で
は、高齢者医療で多い、肺炎・腎盂腎
炎・腰椎圧迫骨折のDPCデータによ
り、院内の傾向を探り、パスを作って
ガイドラインに基づいて標準化する取
り組みも始めました。他疾患にも広げ
ていく予定です。
そして、真の多職種協働が機能する
こと。例えば、誤嚥性肺炎ですが、点
滴や薬だけでは治りきらないことが多
い。当院では、点滴治療と同時に、急
性期リハビリが開始されます。なぜ誤
嚥するのか、嚥下専門看護師やSTの
注意深い観察とアセスメント、病棟看
護師や家族への丁寧な指導で、「その
人らしく」在宅に戻すことが出来ます。

― 新しい病院で、その考えを具体
化したのですね？
新病院の設計の際に絶対リハビリが
必要だと思っていました。偶然、大学
の同窓会で同級生のリハビリテーシ
ョン医に会って、「急性期のリハをや
りたいので、来てくれる？」と頼んで、
来てくれることになりました。

患者の機能を落としきらない

しかし当時は、急性期でコストのか
かる医師（リハビリ専門）を雇うのは、
思った以上に高いハードルでした。彼
女には、最初は内科医として外来や病
棟で患者を診てもらわなければならな
いと伝え、彼女もそのあたりは理解し
てくれました。そして、彼女が紹介し
てくれたＰＴに新病院プロジェクト
に入ってもらい、施設基準に沿った
100m2のリハ室をつくりました。
新病院では、リハビリスタッフが早
期から介入することで、リハの重要性
を皆が理解し、今ではそのリハビリ医
は外来１コマ（本人が残したいと言っ
たため）のみで、存分に専門に専念し
てもらっています。

― 早期リハによってベッドの回転
がよくなる効果もありますね。
在院日数のために仕事をするのでは
なくて、人を治すときの最適日数があ
ると職員に言っています。入院が長引
けば、寝たきりになってしまうので、
患者の機能を落としきらない、適切な
急性期治療・リハビリの結果の目標値
として、在院日数があると。
病院の都合で患者が転々とするのが
今の医療。急性期、回復期、慢性期と
いう機能区分がありますが、それに患
者をあわせるのは違うと思います。患
者の体の状態の中で、急性期、回復期、
慢性期がある。療養病棟に行く必要が
ある人はいますが、急性期で不必要な
回復期、慢性期の患者を作りあげてい
るのではないかと感じています。急性
期こそ、変革が必要なのです。それは、
退院後の生活者としての患者を、いか
に想像しながら、治療目標を立てられ
る医療者が増えるかです。そして、多
職種の力を借りようと思えるかです。
私たちは、「生活支援型急性期病院」
として「急性期から在宅へ」でイノベ
ーションを起こしたい。

― 最後に全日病に対する期待を。
私は、全日病からたくさんのことを
学んでいます。幹部の方々が、医療は
こうあるべきだという視点で真剣に考
えていて、それ故に全日病は影響力を
持っていると思います。地域で求めら
れるものに対して、自分たちがどうあ
るべきかという視点で政策を提言して
いく限り、全日病は発言力のある組織
であり続けると思うのです。期待など
偉そうなことを言う立場にありません。

【病院の概要】
所在地� �東京都調布市小島町2−32

−17
病床数� ��一般83床、透析66床
創業者� 後藤田圭博
理事長� 小川　聡子
院長� 須永　眞司
診療科目��内科、消化器内科、糖尿病・

内分泌内科、血液内科、循
環器内科、呼吸器内科、神
経内科、腎臓内科（人工透
析）、外科、消化器外科、大
腸・肛門外科、整形外科、
リハビリテーション科、リ
ウマチ科、皮膚科、泌尿器科、
麻酔科、放射線科
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第59回全日本病院学会（神野正博学
会長）が９月９日・10日に金沢市で開か
れる。開催テーマは「大変革前夜に挑
め！�～今こそ�生きる�をデザインせよ～」。
第59回学会は、地域医療構想を伴っ
た新たな医療計画とそれとの連携を強
く踏まえる介護保険（事業）計画の開
始と両計画を支える診療報酬・介護報
酬の同時改定実施という、2018年度の
大改革を目前に開催される。
これに加え、働き方改革など高齢者
の急速な増加を反映した社会的変化が
進行しており、すべての病院は、制度
改革に対応すると同時に、治療にとど

まることなく、生活や人生を含む患者
のライフステージにも関与していく必
要があるというメッセージが、学会テ
ーマにこめられている。
第59回学会の担当は石川県支部だが、
北陸では初の開催ということもあり、
藤井久丈富山県支部長と池端幸彦福井
県支部長が副学会長として参画、石川
県、富山県、福井県の３支部が協力す
る、まさに全北陸が力を結集した学会
となる。
こうした問題意識と背景から、実行
委員会は、全日病の委員会が企画する
プログラム以外に、独自に７本のシン

ポジウムを学会企画として用意。全国
から集まる会員病院に、これまでにな
い視点から議論してもらう場を提供し
たいとしている。
その１つが、石破茂前地方創生相、
田村憲久前厚生労働大臣、伊藤達也前
金融相に加えて医師である自見はなこ
参院議員（厚生労働委員会）と、４人
の政治家を招いて自由闊達に論じても
らう「どうする医療～財務の視点、厚
生労働の視点、地方創生の視点～政治
家放談」（市民公開講座）だ。
これ以外にも、厚労省の武田俊彦医
薬・生活衛生局長や権丈善一慶大教授

等をパネリストに迎えた「医療の社会
性をデザインする」、厚労省医政局地
域医療計画課の伯野春彦在宅医療推進
室長ほかを演者とする「在宅医療と病
院」をはじめ、「地域をデザインする病
院」「枠を越えて生きるをデザインする
病院」「チーム医療をデザインする」と、
学会テーマに沿った異色のシンポジウ
ムが開かれる。
これら以外にも、ニューヨーク州
立Upstate�Medical�UniversityのR�
Eugene�Bailey准教授による講演「米
国地域医療における総合診療医、家庭
医の役割」、鈴木康裕厚労省保険局局
長による特別講演「ダブル改定への展
望」、神田裕二厚労省医政局長による
特別講演など、時宜にかなった興味深
い企画が用意されている。

第59回全日病学会が９月９日・10日に金沢市で開催

全日本病院協会役員名簿 （任期2017年6月17日～ 2019年6月定時総会終結時まで）　〇印は各職における新選出を表す
会　長○猪口雄二　（医）寿康会病院理事長・院長
副会長　安藤高朗　（医）永生病院理事長
　　　　神野正博　（医）恵寿総合病院理事長
　　　　織田正道　（医）織田病院理事長
　　　　美原　盤　（公財）美原記念病院院長
　　　〇中村康彦　（医）上尾中央総合病院理事長
【常任理事20名】
北海道　高橋　肇　（医）高橋病院理事長・院長
　〃　　徳田禎久　��（医）札幌禎心会病院理事長・

院長
　〃　　西澤寬俊　（医）西岡病院理事長
福島県　土屋繁之　（医）土屋病院理事長
茨城県　永井庸次　�（株）ひたちなか総合病院名誉院

長
東京都　飯田修平　�（公財）練馬総合病院理事長・院

長
　〃　　猪口正孝　（医）平成立石病院理事長
　〃　　木村　厚　（医）木村病院理事長・院長
神奈川県　山本　登　（医）菊名記念病院理事長
大阪府　加納繁照　（医）加納総合病院理事長・院長
兵庫県　西　　昂　（医）西病院理事長
広島県○�大田泰正　�（医）脳神経センター大田記念病

院理事長
山口県　木下　毅　（医）光風園病院理事長
徳島県○田蒔正治　（医）たまき青空病院理事長

福岡県○津留英智　（医）宗像水光会総合病院理事長
長崎県　井上健一郎（医）井上病院理事長
熊本県　山田一隆　��（医）大腸肛門病センター高野

病院理事長・院長
宮崎県　濱砂重仁　（医）市民の森病院会長
鹿児島県　鉾之原大助（医）市比野記念病院理事長
沖縄県　新垣　哲　（医）西武門病院理事長・院長
【理事29名】
北海道○中村博彦　（医）中村記念病院理事長・院長
　〃　○細川吉博　（医）開西病院理事長・院長
青森県　村上秀一　（医）村上新町病院理事長・院長
宮城県　中嶋康之　（医）中嶋病院理事長
福島県○星　北斗　（公財）星総合病院理事長
茨城県　諸岡信裕　（医）小川南病院理事長・院長
栃木県　藤井　卓　（医）藤井脳神経外科病院理事長
埼玉県　中村　毅　（医）戸田中央総合病院理事長
千葉県　平山登志夫（医）平山病院理事長・院長
神奈川県　須田雅人　（医）赤枝病院院長
岐阜県　山本眞史　（医）笠松病院理事長
静岡県　池田　誠　池田病院院長
愛知県　重冨　亮　（医）紘仁病院理事長・院長
三重県　齋藤洋一　南勢病院院長
京都府　清水　紘　（一財）嵯峨野病院理事長
大阪府○行岡正雄　（医）行岡病院理事長・院長
兵庫県　古城資久　（医）赤穂中央病院理事長

兵庫県　宮地千尋　（医）宮地病院理事長
岡山県　佐能量雄　（医）光生病院理事長・院長
徳島県○林　秀樹　（医）ホウエツ病院理事長・院長
愛媛県　貞本和彦　（医）貞本病院理事長・院長
高知県○野並誠二　（医）高知病院理事長・院長
福岡県　江頭啓介　（医）さくら病院理事長・院長
　〃　　丸山　泉　（医）丸山病院理事長
　〃　　牟田和男　（医）牟田病院理事長
熊本県　上村晋一　（医）阿蘇立野病院理事長・院長
大分県　畑　洋一　（医）畑病院理事長・院長
宮崎県○池井義彦　（医）池井病院理事長・院長
鹿児島県　牧角寛郎　�（医）サザン・リージョン病院理

事長・院長
【監事　４名】
東京都○池上直己　聖路加国際大学特任教授
北海道○大橋正實　（医）耳鼻咽喉科麻生病院理事長
東京都　古畑　正　古畑病院院長
　〃　○和田一夫　�監査法人ＭＭＰＧエーマック　

公認会計士
【総会議長・副議長】
議　長　東京都　　木村佑介�（医）東京ちどり病院

名誉院長
副議長　沖縄県　　宮城敏夫�（医）浦添総合病院理

事長

石川・富山・福井３支部一体の“北陸”学会。テーマに「病院の生き方」

一冊の本　book review

地域包括ケアと福祉改革
著者●二木　立
発行●勁草書房　　定価● 2,500 円＋税

日本福祉大学前学長の二木立先生のご著書である
本書は、国の医療・社会保障政策に関する二大政
策である「地域包括ケア」と「地域医療構想」に
加え、「福祉改革」に関して包括的かつ複眼的に、
最新の動向が分析されている。厚生労働省・政府
の発表が、どういう経緯で、どういう意図をもっ
て作成されてきたのか。今後、病院が地域との“ネットワーク”を築いていくた
めには、何を考慮しなければならないのか。すべての医療関係者に薦めたい一冊。

【主な協議事項】
●入退会の状況（敬称略・順不同）
正会員として以下の入会を承認した。
北海道	 		医療法人元生会森山メモ

リアル病院
	 院長　中島　進
北海道	 		医療法人渓仁会札幌渓仁

会リハビリテーション病
院　院長　横串　算敏

宮城県	 		医療法人ひろせ会広瀬病
院　院長　樋渡　信夫

和歌山県	 		医療法人久仁会宇都宮病
院　理事長　宇都宮宗久

愛媛県	 		医療法人財団慈強会松山
リハビリテーション病院

	 理事長　木戸　保秀
他に退会が２会員あり、正会員は合
計2,499会員となった。

●講習会、研修会について
「平成29年度第１回看護師特定行為
研修指導者講習会（東京会場）」、「全日
病SQUEeラーニングユーザーフォーラ
ム」、「29年度医師事務作業補助者研
修会」、「29年度第１回院内医療事故
調査の指針事故発生時の適切な対応
研修会」、「29年度第２回特性要因図
作成研修会」、「29年度第１回災害時の
BCP研修会」、「29年度病院管理士・
看護管理士フォローアップ研修会」の概
要が報告された。
●病院機能評価の審査結果について
□	主たる機能（3rdＧ：Ver.1.1	〜順
不同）
◎一般病院１
東京都	 浅草病院　更新
神奈川県	 湘南中央病院　更新

●全日本病院協会の活動に関するアン
ケート調査を承認した。
●大阪府支部事務局の変更を承認した。
●「経済財政運営と改革の基本方針
2017」等に対し、全日病として公式
の声明文を報道発表することを了承
した。

【主な報告事項】
●審議会等の報告
「中央社会保険医療協議会」DPC評
価分科会、費用対効果評価専門部会、
薬価専門部会、診療報酬改定結果検証
部会、総会、入院医療等の調査・評価
分科会、「今後の医師養成の在り方と
地域医療に関する検討会」、「地域医療
構想に関するワーキンググループ」な
どの報告があり、質疑が行われた。

岡山県	 光生病院　更新
熊本県	 		メディカルケアセンター

ファイン　更新
鹿児島県	 豊島病院　更新
◎一般病院２
神奈川県	 		昭和大学藤が丘病院　更

新
兵庫県	 神戸海星病院　更新
◎リハビリテーション病院
愛知県	 		鵜飼リハビリテーション

病院　更新
◎慢性期病院
佐賀県　順天堂病院　更新
５月12日現在の認定病院は合計
2,184病院。そのうち、本会会員は
878病院と、会員病院の35.2％を占
める。

2017年度　第３回常任理事会の抄録　６月10日

「第59回全日本病院学会 in 石川」の開催概要
開催日　　◎2017年９月９日（土）・10日（日）
学会長　　◎神野正博（全日病副会長・石川県支部長）
副会長　　◎藤井久丈（全日病富山県支部長）、池端幸彦（全日病福井県支部長）
実行委員長◎菊地　勤（医療法人社団博友会理事長）
会場　　　◎石川県立音楽堂、ホテル日航金沢、ANAクラウンプラザホテル金沢、
　　　　　　金沢市アートホール
事前参加登録◎2017年３月６日〜7月31日（予定）
参加費◎

協会会員
一般 研究者 学生（大学

院生含む）理事長・院長 左記以外の方
事前登録 32,400円 10,800円 12,960円 5,400円 3,240円
当日登録 37,800円 12,960円 16,200円 6,480円 4,320円
＊参加登録・宿泊の受付事務局は、（株）JTBサポート中部（中部MICEセンター）。
　TEL.052-218-2008、E-mail.mice@jsc.jtb.jp
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厚生労働省のがん対策推進協議会
（門田守人会長）は６月２日、2017年
度から６年間の第３期がん対策推進基
本計画を大筋で了承した。懸案となっ
ていた受動喫煙対策の個別目標は、東
京オリンピック・パラリンピック開催
の2020年までに受動喫煙の機会を有す
る者の割合を０％とすることで一致し
た。飲食店や家庭でも受動喫煙０％を
目標とする。政府は今年夏に第３期計
画を閣議決定する予定で、最終的な文
言は、国会提出が遅れている健康増進

厚生労働省のがん診療提供体制のあ
り方に関する検討会（北島政樹座長）
は６月21日、夏に閣議決定する第３期
がん対策推進基本計画に基づいて、が
ん診療拠点病院の指定要件を見直す方
針を決めた。また、新たに「がんゲノ

暮らすことのできる社会を構築」する
ことが理念に追加されたことを踏まえ、
がん患者が適切な支援を受けられる環
境整備を進める。
がんの種別や世代、就労などの状況
に応じた支援を進めるため、希少がん
や難治性がん、小児がん、AYA世代
（思春期・若年成人世代）のがんの対
策を進める。
分野別施策では、がん予防、がん医
療の充実、がんとの共生をあげ、これ
らを支える基盤整備として、がん研究、

ため、「がん診療拠点病院等の指定要件に
関するワーキンググループ」を設置する。
全日病副会長の神野正博委員は、今
後の検討のスケジュールについて質問
した。厚労省事務局は、「ワーキンググ
ループでがんゲノム医療中核拠点病院
の指定要件を集中論議して、９月の検
討会に中間報告を示す。中間報告に沿

法改正案の内容を踏まえて調整される
見込み。
第３期基本計画は、「がん患者を含
めた国民が、がんを知り、がんの克
服を目指す」をスローガンとして掲げ、
全体目標として、①科学的根拠に基づ
くがん予防・がん検診の充実②患者本
位のがん医療の実現③尊厳を持って安
心して暮らせる社会の構築─の３点を
設定している。
2016年のがん対策基本法の改正で、

「患者の尊厳を保持しつつ、安心して

ム医療中核拠点病院」（仮称）の指定要
件を策定するほか、国立がん研究セン
ターを「希少がん中央機関」（仮称）と
して位置づけることを検討する。
拠点病院の指定要件見直しとがんゲ
ノム医療拠点病院の指定要件を策定する

人材育成、がん教育・普及啓発を示した。
がん対策を総合的かつ計画的に推進
するために必要な事項としては、◇関
係者の連携協力のさらなる強化、◇都
道府県による計画の策定、◇がん患者
を含めた国民の努力、◇必要な財政措
置と予算の効率化・重点化などの７項
目をあげている。

って、今年度内に数カ所のがんゲノム
医療拠点病院を指定する。10月に最終
報告書を検討会に報告して、がん診療
拠点病院の指定要件を見直す」と答えた。
神野委員は「拠点病院間の格差が存在
する中で、均てん化と集約化といった
相対する議論を拠点病院の機能分類か
ら見直すことになるのか」とコメントし
た。また、他の委員から「拠点病院とゲ
ノム医療拠点病院の指定要件は独立し
て議論すべき」との意見があった。

2020年までに受動喫煙を０％に

がん診療拠点病院の指定要件を見直しへ

第３期がん対策推進基本計画を了承厚労省・がん対策推進協議会

厚労省・がん診療提供体制の検討会

■ 現在募集中の研修会（詳細な案内は全日病ホームページをご参照ください）

研修会名（定員） 日時【会場】 参加費 会員（会員以外） 備考

第１回　看護師特定行為研修指
導者講習会（東京会場）� （50名）

2017年８月５日（土）
【TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原】

10,000円（税込）
※昼食代・資料代を含む。

特定行為研修において指導者として携わる予定の医師、
歯科医師、薬剤師、看護師等が対象。本講習を修了し
た参加者に対して「修了証書」を交付します。

第２回　看護師特定行為研修指
導者講習会（東京会場）� （50名）

2017年８月６日（日）
【TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原】

第３回　看護師特定行為研修指
導者講習会（東京会場）� （50名）

2017年９月２日（土）
【TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原】

第４回　看護師特定行為研修指
導者講習会（東京会場）� （50名）

2017年９月３日（日）
【TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原】

第５回　看護師特定行為研修指
導者講習会（東京会場）�（100名）

2017年９月17日（日）
【TKP市ヶ谷カンファレンスセンター】

第１回　災害時のＢＣＰ研修
（60名）

2017年７月８日（土）
【ニューピア竹芝サウスタワー  富士通総
研  ５階大会議室】

20,000円（21,600円）
（税込）

大地震など緊急事態が発生した際に、医療機関の事業の継
続、復旧を速やかに遂行するために作成する計画がBCP。
研修では、BCP等の総論、ワークショップを交えながら、
わかりやすく解説する。

医師事務作業補助者研修
（200名）

2017年８月24日（木）、
８月25日（金）

【全日病会議室】

30,000円（税込）
※テキスト代、
昼食代を含む

本研修は、診療報酬の「医師事務作業補助体制加算」を算
定するための研修要件を満たしている。研修を修了し、
病院内研修レポートを提出すると、「修了証」が授与される。

第２回　特性要因図作成研修会
（20病院（グループ））

2017年９月２日（土）
【全日病会議室】

１病院３～５名で参加
48,600円（75,600円）（税込）
１病院１名で参加
16,200円（21,600円）（税込）

※書籍代、昼食代を含む

医療事故調査制度は、原因究明と再発防止が基本。本
研修は、根本原因分析（ＲＣＡ）の骨格をなす特性要因
図について座学とグループ討議で学ぶ。課題は、①退
院支援・退院調整、②病床管理、③外来予約診療（検
査）、④インシデント報告収集から一つを選択。

第1回　院内医療事故調査の指針
事故発生時の適切な対応研修会

（60名）

2017年９月22日（金）、
９月23日（土）

【全日病会議室】

27,000円（32,400円）（税込）
※テキスト代、
昼食代を含む

『院内医療事故調査の指針　第２版』を教材に、院内事
故調査を円滑に実施するための考え方と方法を演習で
学ぶ研修。グループワークが中心となるので、１病院
から複数名の参加が望ましい。

発行所：公益社団法人全日本病院協会／発行人：猪口雄二／〒101−8378 東京都千代田区猿楽町 2−8−8　住友不動産猿楽町ビル 7F／ TEL（03）5283−7441／ FAX（03）5283−7444

◆訂正◆
全日病ニュース No.896（６.15
号）４面の記事中、誤りがありま
したので、お詫びして訂正いたし
ます。
【本文左から３段目・３行目】
誤：今村和明氏
正：今村知明氏
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